
 

項番 サービス種類 変更点 既存事業所の取扱 

１ Ａ２：訪問型サービス（独自） 

Ａ６：通所型サービス（独自） 

「その他該当する体制等」欄の 

「介護職員処遇改善加算」を 

「介護職員等処遇改善加算」 

に名称変更し 

「１：なし」 

「６：加算Ⅰ」 

「５：加算Ⅱ」 

「２：加算Ⅲ」 

を 

「１：なし」 

「７：加算Ⅰ」 

「８：加算Ⅱ」 

「９：加算Ⅲ」 

「Ａ：加算Ⅳ」 

「Ｂ：加算Ⅴ(１)」 

「Ｃ：加算Ⅴ(２)」 

「Ｄ：加算Ⅴ(３)」 

「Ｅ：加算Ⅴ(４)」 

「Ｆ：加算Ⅴ(５)」 

「Ｇ：加算Ⅴ(６)」 

「Ｈ：加算Ⅴ(７)」 

「Ｊ：加算Ⅴ(８)」 

「Ｋ：加算Ⅴ(９)」 

「Ｌ：加算Ⅴ(１０)」 

「Ｍ：加算Ⅴ(１１)」 

「Ｎ：加算Ⅴ(１２)」 

「Ｐ：加算Ⅴ(１３)」 

「Ｒ：加算Ⅴ(１４)」 

に変更 

既存届出内容がいず

れの場合も新たな届

出がない場合は

「１：なし」とみな

す。 

（注）要件の見直し

を踏まえ、新しい要

件に即して届け出を

行うよう留意が必

要。 

２ Ａ２：訪問型サービス（独自） 

Ａ６：通所型サービス（独自） 

「その他該当する体制等」欄の 

「介護職員等特定処遇改善加算」 

「介護職員等ベースアップ等支援加算」を廃止 

なし。 

既存のサービス事業所の届出留意事項（令和６年６月） 


